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１目的等 

(１)目的 

千代田区の商店街区域で創業した事業者が、商店街等の会員になった場合に、創業時の経

費に対して補助金を交付します。商店街への新しい会員の加入を促進し、地域経済の活性化

を図ります。 

(２)千代田区の商店街 

 千代田区内の各地域に商店街が存在しています。 

 創業した地域の商店街が不明な場合や、各商店街のホームページ等は千代田区商店街連合

会のホームページからご確認ください。 

 

○千代田区商店街連合会 HP（商店会一覧ページ） 

https://chiyodaku-shoren.jp/store/ 

 

○千代田区内の次の地域ごとに商店会情報を掲載しています。 

➢ 麹町・九段上付近 

➢ 飯田橋・九段下付近 

➢ 神保町・小川町付近 

➢ 須田町付近 

➢ 秋葉原・御茶ノ水付近 

➢ 神田駅付近 

➢ 有楽町付近 

 

 

画像引用：千代田区商店街連合会,商店会一覧, https://chiyodaku-shoren.jp/store/ 

 

※各商店会がホームページ等を開設している場合は、リンクも掲載しています。 

 

※各商店会の連絡先が不明な場合は、千代田区商工観光課又は千代田区商店街連合会ま

でお問い合わせください。 

 

  

https://chiyodaku-shoren.jp/store/
https://chiyodaku-shoren.jp/store/koujimachi_ichigaya/
https://chiyodaku-shoren.jp/store/iidabashi_kudanshita/
https://chiyodaku-shoren.jp/store/jinbochou_ogawamachi/
https://chiyodaku-shoren.jp/store/sudachou/
https://chiyodaku-shoren.jp/store/akihabara_ochanomizu/
https://chiyodaku-shoren.jp/store/kandaeki/
https://chiyodaku-shoren.jp/store/yuurakuchou/
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２用語の定義 

 本事業における用語の定義は次のとおりです。 

(１)商店街等 

「千代田区商店街連合会に加盟する商店街」及び「千代田区商店街振興組合連合会に加盟

する商店街振興組合」とします。 

なお、商店街は任意団体であるのに対して、商店街振興組合は商店街振興組合法に基づき

設立された法人です。 

(２)商店街区域 

「商店街等が会則等により定めた区域」及び「千代田区長が一体的な商業地域と認める区

域」とします。 

一体性のある商業地域である場合は商店街区域としますが、全く地理的に離れている賛助

会員等の所在する地域は原則として商店街区域としません。 

(３)創業日 

 「法人の場合は、会社の設立年月日」、「個人事業主の場合は、開業のあった日」とします。 

(４)創業事業 

 商店街区域で創業し、取り組んでいる事業とします。 
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３補助対象者の要件 

本事業による補助を受けるためには、次の要件を全て満たす必要があります。 

(１)創業事業に係る創業日から起算して１年以内に交付申請を行うこと。 

 創業事業に係る創業日から１年を経過すると交付申請ができませんので、ご注意ください。 

(２)現に商店街等の会員であり、２年以上の活動を見込んでいること。 

 交付申請の時点で、商店街等に加入している必要があります。また、２年以上の活動見込

みを要件としていますので、特段の事情なく２年未満で商店街等の会員でなくなった場合に

は補助金の交付決定を取り消すとともに、その返還を求める場合があります。この場合、既

に交付を受けた補助金の返還だけでなく、千代田区補助金等交付規則に規定する違約加算金

の納付が必要となります。 

 本事業の目的に鑑み、単に商店街等の会員となるだけでなく、商店街の活動やイベントへ

の積極的な参加を求めます。 

(３)商店街区域で創業し、営業実態が同一場所にあること。 

 創業事業について、商店街区域に営業実態があることが必要です。交付申請時に提出する

外観写真での確認のほか、現地訪問により確認する場合があります。 

(４)会社法第２条第３号に規定する子会社でないこと。 

 子会社の設立は、補助対象外です。 

(５)申請内容及び交付決定内容の公表に同意すること。 

 本事業による補助金の交付を受けた場合は、法人においては法人名、代表者名、法人番号

等を、個人事業主においては事業主名、屋号等を公表する場合があります。また、法人及び

個人事業主のいずれについても、補助金の交付額、交付及び返還の状況等を公表する場合が

あります。また、交付申請書及びその他提出書類は、千代田区情報公開条例に基づく公文書

の公開請求があった場合には、原則として公開対象の公文書となります。 

(６)創業事業に係る創業日において、他の事業を営んでいないこと。 

(７)同一年度内において既に本補助金の申請を行っていないこと。 

(８)暴力団関係者の関与を受けていないこと。 
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４補助対象経費 

 交付申請日から起算して過去１年以内に履行及び支払が完了した、次の経費を補助対象経

費とします（消費税を除く）。ただし、現金払い又は銀行振込によって支払われたものに限

ります。 

(１)従業員人件費 

申請者と直接雇用契約を締結した従業員に対して実際に支払った給与等が補助対象経費

となります。ただし、創業事業に係る業務に係る賃金のみを補助対象経費とします。 

(２)商店街会費 

 加盟している商店街等に対して実際に支払った会費が補助対象経費となります。 

(３)備品・消耗品購入費 

 創業事業で使用するテーブル、ＰＣ、エアコン等の備品・消耗品の購入費が補助対象経費

となります。また、備品購入に係る配送費や設置費も含めて補助対象経費とします。 

 なお、補助対象とする備品・消耗品は、創業事業のために使用されている必要があるため、

創業事業と異なる事業目的で購入した場合は補助対象外とします。 

(４)内装工事費 

創業した店舗の内装工事費が補助対象経費となります。また、内装工事に係るデザイン費

や人件費等も含めて補助対象経費とします。 

 

～申請日前１年以内に、「履行」及び「支払」が完了している経費が補助対象です～ 

 

 

～現金又は銀行振込により支払った経費が補助対象です～ 

○現金、銀行振込 

×クレジットカード、デビッドカード、スマートフォン決済アプリ等 
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５補助対象外経費 

 次の経費は、補助対象外経費とします。 

(１)交付申請日から起算して過去１年以内に支払が完了していない経費 

 

(２)交付申請日から起算して過去１年以内に履行が完了していないものに対

する経費 

 

(３)現金払い又は金融機関による振込以外の支払い方法で支出した経費 

 

(４)最低賃金法に規定する地域別最低賃金未満の賃金 

 

(５)国または地方公共団体から補助金の交付を受けた経費 
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６補助率・補助限度額 

 補助率と補助限度額は、特定創業支援事業の証明書の有無により異なります。 

なお、算出した補助額は予算の範囲内に限り、1,000円未満の端数は切り捨てます。 

(１)特定創業支援事業の証明書を有する場合 

特定創業支援事業の証明書を有している場合は、次の補助率及び補助限度額を適用します。 

補助率 ３分の２ 

補助限度額 50万円 

 

 

～特定創業支援事業の証明書について～ 

 

千代田区は、創業予定の方や創業後 5 年未満の方々にそれぞれの実情に合った情

報を提供し、千代田区や各創業支援事業者がそれぞれの強みを生かしたさまざまな

支援を行っています。 

特に、次の３つの事業は「特定」創業支援事業として、支援を受けた方の申請によ

り千代田区が証明書を発行しており、創業にあたってさまざまな優遇が受けられま

す。 

【特定創業支援事業】 

実施主体 事業名 

千代田区 ワンストップ相談窓口 

まちみらい千代田 ビジネス起業塾 

東京商工会議所千代田支部 創業窓口相談・専門家相談 

 

※特定創業支援事業の詳細は、千代田区 HPをご確認ください。 

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/sogyoshien.html 

 

○予約方法 

千代田区のワンストップ相談窓口のご利用、ご予約は、商工観光課経営相談・融資

担当（03-5211-4344）にご連絡ください。 

 

 

  

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/sogyoshien.html
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(２)特定創業支援事業の証明書を有していない場合 

 特定創業支援事業の証明書を有していない場合は、次の補助率及び補助限度額を適用しま

す。また、千代田区の実施する訪問サポート事業の支援を受ける必要があります。 

補助率 ２分の１ 

補助限度額 30万円 

 

 

～訪問サポート事業について～ 

千代田区では、区内中小企業者の経営や雇用に関する相談窓口を設置しています。訪問

サポート事業では、中小企業診断士が直接現場に伺って、さまざまな疑問やお悩みの解決

を支援しています。 

本事業の補助金交付申請書の提出後、メールにて訪問サポートの予約をしてください。 

 

※訪問サポート事業の詳細は、千代田区 HPをご確認ください。 

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/sodan/koyo.html 

 

○予約方法 

Mail：shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp 

メールの件名を【訪問相談予約】とし、訪問サポート申込書（エクセル：25kb）を添付

してお送りください。 

 

 

  

https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/shigoto/jigyosho/sodan/koyo.html
mailto:shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp
https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/26579/homon_support.xlsx
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７申請期限 

(１)申請期限 

次のいずれか早い日が申請期限です。 

①申請する年度の３月末日 

②申請する年度における、本事業の予算上限に達した日 

③創業日から起算して１年後の日（申請者の創業日に応じて異なります。） 

 

(２)創業日に応じた申請期限について 

本事業による補助金の交付を受けるためには、「交付申請日から起算して過去１年以内に

創業していること。」が必要です。このことから、上記(１)の③に記載のとおり、申請者の

創業日に応じて申請期限が異なることとなります。 

特に、申請しようとする年度の３月末日よりも前に、創業日から起算して１年を経過する

場合は、創業日から１年後の日が交付申請の期限となりますのでご注意ください。 

 

(３)提出書類に不備がある場合の取扱いについて 

交付申請に必要な書類一式が、不備なく提出された日を申請日とみなします。 

申請期限までに書類の不備が修正されないときは、補助が受けられない場合がありますの

でご注意ください。 
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８交付申請 

(１)申請の流れ 

申請の流れは次のとおりです。 

 

 

(２)申請書の提出方法 

申請書は、メールにて提出してください。 

（※原則として、郵送での提出は受け付けていません。） 

 

メールの件名等は、以下のようにしてください。 

 

送信先アドレス shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp 

件名 商店街創業支援補助金の申請（事業者名） 

本文 任意 

添付ファイル 

・提出書類が紙媒体の場合は、スキャン等でデータ化して添付し

てください。 

・ファイル名は、次の(３)に記載の提出書類名称に合わせてくだ

さい。 

・10MBを超える場合は、ファイルを分割してください。 
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(３)提出書類 

 申請書を含む提出書類は、次のとおりです。 

 

次ページ以降に記載例等を掲載しているので、併せて確認してください。 

 

項番 提出書類名称 

① 補助金交付申請書（様式１） 

② 補助対象経費内訳書（様式２） 

③ 履歴事項全部証明書（法人）又は 開業届（個人事業主） 

④ 商店街等に加盟していることを確認できる書類 

⑤ 補助対象経費の支出を確認できる書類 

⑥ 事業概要説明書 

⑦ 営業場所の外観写真 

⑧ 特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書（任意） 

 

(４)審査・訪問サポートの実施 

 申請受付後は、書類審査・訪問サポートよるヒアリングを行います。 

※訪問サポートは、「特定商業支援事業の証明書を有していない申請者」が対象です。

「特定創業支援事業の証明書を有している申請者」は、訪問サポートを受ける必要はあ

りません。 

  

※訪問サポートは、申請者自ら予約をする必要があります。予約方法については、６補

助率・補助限度額の（２）特定創業支援事業の証明書を有していない場合のページの記

載を確認してください。 
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(５)請求書の提出 

審査を通過した場合は、交付決定通知書、請求書（様式）が郵送されます。書類を受領し

たら、交付決定通知書に記載されている補助金額を請求書に記載し、千代田区へ提出してく

ださい。 

適正な請求書を受領してから約 30 日後に、請求書に記載された口座へ入金します。入金

時の振込通知は行わないため、入金状況は申請者にて確認してください。 
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９提出書類別の記載例及び説明 

(１)補助金交付申請書 
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(２)補助対象経費内訳書 

 

第２号様式（第６条関係）

経費名称 数量 単価 金額（税抜き） 備考

千代田　太郎 9か月分 200,000 1,800,000円
令和４年12月～令和
５年８月

（従業員人件費）小計   1,800,000円  

千代田商店街振興組合会費 9か月分 20,000 180,000円
令和４年12月～令和
５年８月

（商店街会費）小計   180,000円  

PC購入費 1 200,000 200,000円

テーブル購入費 3 50,000 150,000円

搬入設置費 1 50,000 50,000円

（備品・物品購入費）小計   400,000円  

設計費 1 100,000 100,000円

ガラス工事 1 200,000 200,000円

電気設備工事費 1 200,000 200,000円

空調設備工事費 1 100,000 100,000円

（内装工事費）小計   600,000円  

（その他）小計   0円  

合計 2,980,000円

経費内訳書

記載した経費は千代田区商店街創業支援補助金以外の補助金・助成金の対象になっていません。

記載内容を確認して、チェックし

てください。

金額欄には、「消費税を除いた額」を

記載してください。
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(３)履歴事項全部証明書（法人）又は 開業届（個人事業主） 

 

※発行から３か月以内のものを提出してください。 
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～電子申請の場合～ 

・ｅ－ＴＡＸを利用した電子申請により開業届を提出した場合は、次のデー

タを提出してください。 

➢ e-TAXの受信通知画面のコピー 

➢ e-TAXで送信した申請データ 

・ｅ－ＴＡＸソフトのメッセージボックスから操作が可能です。詳細は、国

税庁の QAをご確認ください。 

➢ https://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/yokuaru.htm（国税庁 QA） 
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(４)商店街等に加盟していることを確認できる書類 

 「商店街等の会費に係る領収証書（銀行振込の場合は、会費の請求書・請求案内と利用明

細・入出金明細）」又は「会員名簿」を提出してください。 
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(５)補助対象経費の支出を確認できる書類 

 補助対象経費の種類に応じて、以下の書類を提出してください。 

①従業員人件費に係る提出書類 

提出書類 備考 

雇用契約書または労働条件通知書 
従事内容が創業事業に係るものであるかを確

認します。 

賃金台帳 支払額の算出根拠とします。 

支払証拠書類 次ページ参照 

 

②商店街会費に係る提出書類 

提出書類 備考 

会費の請求書 
請求書がない場合は、商店会からの会費支払

に関する案内文等を提出してください。 

支払証拠書類 次ページ参照 

 

③備品・消耗品購入費に係る提出書類 

提出書類 備考 

請求書及び請求明細書  

購入品のカタログ  

写真 設置及び使用の実態が分かるもの。 

支払証拠書類 次ページ参照 

 

④内装工事費に係る提出書類 

提出書類 備考 

請求書及び請求明細書  

内装工事前・後の写真  

支払証拠書類 次ページ参照 
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～支払証拠書類について～ 

金融機関による振込の場合は、利用明細又は入出金明細を提出してください。 

➢口座名義が法人の場合は申請法人名義、個人事業主の場合は申請者個人（又は屋号）

名義となっている必要があります。 

➢振込日が申請日から起算して過去１年以内である必要があります。 

現金払いの場合は、領収証書を提出してください。 

➢宛名が法人の場合は申請法人名義、個人事業主の場合は申請者個人（又は屋号）名義

となっている必要があります。 

➢領収日が申請日から起算して過去１年以内である必要があります。 

➢額面が５万円以上の場合は、収入印紙が貼付されている必要があります。 

 

※金融機関振込み又は現金払い以外の支払方法（クレジットカード等）は、補助対象外

です。 

 

(６)事業概要説明書 

事業目的、創業してからの事業の取組状況、今後の事業展開の展望等について１～３ペー

ジ程度に記載してください。また、必要に応じて写真を添えて、審査しやすいように作成し

てください。 

なお、様式の指定はないため、任意の形式で差し支えありません。 

(７)営業場所の外観写真 

営業店舗の場所、周囲の建物との位置関係が分かる外観写真を提出してください。営業場

所の状況に応じて、営業店舗が分かる写真と周囲の状況等が分かる写真を別に撮影するよう

にしてください。 

(８)特定創業支援事業の証明書（任意） 

特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書を提出すると、補助率・補助限度額

で優遇を受けることができます。証明書を提出した場合の補助率・補助限度額については、

6補助率・補助限度額のページをご確認ください。 

 なお、証明書の取得を申請中の場合は、その旨をお知らせください。 
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１０交付決定の取消し等 

(１)交付決定の取消し及び返還 

次のいずれかの事由に該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、その返還を求めま

す。 

①偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

②補助金の交付決定内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。 

③補助金の交付決定後に補助対象経費に対してこの要綱による補助金以外の補助金を受

けたとき。 

 

(２)違約加算金及び延滞金 

 補助金の交付決定が取り消されたときは、千代田区補助金等交付規則第 16 条第１項の規

定に基づき、違約加算金を請求します。違約加算金は、補助金を受領した日から違約加算金

の納付日までの日数に応じて、年 10.95％の割合で計算します。 

 補助金の返還に係る納期日までに返還を求められた補助金を納付しなかったときは、千代

田区補助金等交付規則第 16 条第２項の規定に基づき、違約加算金と別に延滞金を請求しま

す。延滞金は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じて、年 10.95％の割合で計算し

ます。 
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１１問合せ 

(１)担当部署 

千代田区 地域振興部 商工観光課 商工振興係 

メール：shoukouokankou@city.chiyoda.lg.jp 

ＴＥＬ：03-5211-4185 

(２)問合せ方法 

原則として、メールにてお問い合わせください。 

メールを送信してから１週間を経過しても千代田区から返信がない場合は、送信エラーと

なっている可能性がありますので、お電話にてお問い合わせください。 

令和５年 11月 

編集・発行：千代田区地域振興部商工観光課 

〒102-0074 

千代田区九段南 1-6-17 千代田会館８階 

電 話 03-5211-4185 

ＦＡＸ 03-3261-5908 

E-mail shoukoukankou@city.chiyoda.lg.jp 


